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○
内
閣
府
令
第

号

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
百
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百

二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

［
略
］

第
一
編

［
同
上
］

第
二
編

会
計
帳
簿

第
二
編

［
同
上
］

［
第
一
章
・
第
二
章

略
］

［
第
一
章
・
第
二
章

同
上
］

第
三
章

純
資
産

第
三
章

［
同
上
］

第
一
節

投
資
主
資
本

第
一
節

［
同
上
］

第
一
款

［
略
］

第
一
款

［
同
上
］

第
二
款

金
銭
の
分
配
（
第
十
八
条
・
第
十
八
条
の
二
）

第
二
款

金
銭
の
分
配
（
第
十
八
条
）

［
第
三
款
・
第
四
款

略
］

［
第
三
款
・
第
四
款

同
上
］

［
第
二
節
～
第
五
節

略
］

［
第
二
節
～
第
五
節

同
上
］

［
第
三
編
・
第
四
編

略
］

［
第
三
編
・
第
四
編

同
上
］

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
二
十
七

略
］

［
一
～
二
十
七

同
上
］

二
十
八

買
換
特
例
圧
縮
積
立
金

投
資
法
人
が
、
金
銭
の
分
配
に
係
る
計
算

二
十
八

買
換
特
例
圧
縮
積
立
金

投
資
法
人
が
、
金
銭
の
分
配
に
係
る
計
算

書
に
基
づ
き
積
み
立
て
た
任
意
積
立
金
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

書
に
基
づ
き
積
み
立
て
た
任
意
積
立
金
の
う
ち
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
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三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
六
十
五

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
六
十
五

条
の
八
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
八
条
の
二
第
一
項

条
の
八
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
六
十
五

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
六
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用

条
の
八
第
一
項
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

を
受
け
た
積
立
金
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
法
第
六
十
七
条
の
十

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
九
条

五
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
年
度
に
関
し
て
、
利
益
（
法
第
百
三
十
六

第
一
項
（
同
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
益
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
当
該
適
用
事
業

し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
積
立
金
で
あ
る
も
の
を

年
度
に
係
る
金
銭
の
分
配
に
係
る
計
算
書
に
基
づ
き
当
該
積
立
金
と
し
て
積

い
う
。
た
だ
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す

み
立
て
た
額
と
貸
借
対
照
表
上
の
当
該
積
立
金
の
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し

る
適
用
事
業
年
度
に
関
し
て
、
利
益
（
法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

た
金
額
が
、
当
該
適
用
事
業
年
度
の
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
引

る
利
益
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
当
該
適
用
事
業
年
度
に
係
る
金
銭
の

前
当
期
純
利
益
金
額
と
し
て
表
示
さ
れ
た
金
額
か
ら
第
五
十
四
条
第
一
項
第

分
配
に
係
る
計
算
書
に
基
づ
き
当
該
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
と
貸
借

一
号
に
掲
げ
る
前
期
繰
越
損
失
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
第
十
八
条
の
二
第

対
照
表
上
の
当
該
積
立
金
の
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
が
、
当
該
適

一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
配
当
可
能
利
益
の
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
九

用
事
業
年
度
の
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
引
前
当
期
純
利
益
金
額

十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
積
み
立
て
た
も
の
を
除
く

と
し
て
表
示
さ
れ
た
金
額
か
ら
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
前
期

。

繰
越
損
失
の
額
を
控
除
し
た
金
額
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い

て
「
配
当
可
能
利
益
の
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
金
額

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
積
み
立
て
た
も
の
を
除
く
。

［
二
十
九
～
三
十
一

略
］

［
二
十
九
～
三
十
一

同
上
］

（
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
）

（
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
）

第
十
八
条
の
二

買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り

第
十
八
条
の
二

［
同
上
］

、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

買
換
資
産
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用

一

買
換
資
産
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
（
同
法
第
六
十

を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

五
条
の
八
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
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お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

償
却
費
と
し
て
損
金
経
理
し
た
額
の
う
ち
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第

に
よ
り
損
金
の
額
に
算
入
す
る
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
損
金
算
入
額

二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受

」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き

当
該
買
換
資
産
に
係
る
買
換
特
例
圧
縮
積
立

け
た
同
項
に
規
定
す
る
買
換
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

金
と
し
て
当
該
買
換
資
産
を
取
得
し
た
営
業
期
間
に
係
る
金
銭
の
分
配
に
係

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
償
却

る
計
算
書
に
基
づ
き
積
み
立
て
た
額
に
当
該
買
換
資
産
に
係
る
損
金
算
入
額

費
と
し
て
損
金
経
理
し
た
額
の
う
ち
同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

を
当
該
買
換
資
産
の
取
得
価
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
七
第
八

り
損
金
の
額
に
算
入
す
る
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
損
金
算
入
額
」
と

項
（
同
法
第
六
十
五
条
の
八
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

い
う
。
）
が
あ
る
と
き

当
該
買
換
資
産
に
係
る
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
と

）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
取
得
価

し
て
当
該
買
換
資
産
を
取
得
し
た
営
業
期
間
に
係
る
金
銭
の
分
配
に
係
る
計

額
と
す
る
。
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額

算
書
に
基
づ
き
積
み
立
て
た
額
に
当
該
買
換
資
産
に
係
る
損
金
算
入
額
を
当

該
買
換
資
産
の
取
得
価
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
七
第
八
項
（

同
法
第
六
十
五
条
の
八
第
十
六
項
又
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
七
項
若
し
く
は
第

二
十
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
取
得
価
額
と
す
る
。
）
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
は
、
租
税
特
別
措
置

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
は
、
次
の
各
号
に
掲

法
第
六
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
積
立
金
を
積
み
立
て
る

げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
取
り
崩
す
も
の
と
す
る
。

方
法
に
よ
り
経
理
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
取
得
指
定

期
間
を
経
過
す
る
と
き
は
、
当
該
金
額
か
ら
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
益
金

の
額
に
算
入
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
取
り
崩
す
も
の

と
す
る
。
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［
号
を
削
る
。
］

一

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
積

立
金
を
積
み
立
て
る
方
法
に
よ
り
経
理
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
取
得
指
定
期
間
を
経
過
す
る
と
き

当
該
金
額
か
ら
同
条
第
九

項
の
規
定
に
よ
り
益
金
の
額
に
算
入
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す

る
金
額

［
号
を
削
る
。
］

二

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
積
立
金
を
積
み
立
て
る

方
法
に
よ
り
経
理
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
取
得
指

定
期
間
を
経
過
す
る
と
き

当
該
金
額
か
ら
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
益

金
の
額
に
算
入
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額

第
三
編

計
算
関
係
書
類
等

第
三
編

計
算
関
係
書
類

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
買
換
特
例
圧
縮
積
立
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

投
資
法
人
が
、
金
銭
の
分
配
に
係
る
計
算
書
に
基
づ
き
積
み
立
て
た
任
意
積
立
金
の
う
ち
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
旧
震
災
特

例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
（
旧
震
災
特
例
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
積
立
金
（
改
正
法
附
則
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


